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救急医療の体制構築に係る指針（抜粋） 

 

 (5) 救命救急医療機関（第三次救急医療）の機能【救命医療】 

① 目標 

・ 24時間365日、救急搬送の受入れに応じること 

・ 患者の状態に応じた適切な情報や救急医療を提供すること 

② 医療機関に求められる事項 

緊急性・専門性の高い脳卒中、急性心筋梗塞等や、重症外傷等の複数

の診療科領域にわたる症例や診断が難しい症例等、他の医療機関では治

療の継続が困難かつ幅広い疾患に対応して、高度な専門的医療を総合的

に実施する。 

その他の医療機関では対応できない重篤な患者への医療を担当し、地

域の救急患者を最終的に受け入れる役割を果たす。 

また、救急救命士等へのメディカルコントロールや、救急医療従事者

への教育を行う拠点となる。 

なお、医療計画において救命救急医療機関として位置付けられたもの

を救命救急センターとする。さらに、救命救急センターの中でも、高度

救命救急センターについては、特に高度な診療機能を有し、通常の救命

救急センターでは対応困難な重症外傷等の診療を担う。 

・ 脳卒中、急性心筋梗塞、重症外傷等の患者や、複数の診療科にわた

る重篤な救急患者を、広域災害時を含めて24時間365日必ず受け入れる

ことが可能であること 

・ 集中治療室（ICU）、心臓病専用病室（CCU）、脳卒中専用病室

（SCU）等を備え、常時、重篤な患者に対し高度な治療が可能なこと 

・ 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師（日本救急医学

会が認定する救急科専門医等） 

・ 看護師が常時診療等に従事していること 

・ その他、医療関係職種が必要に応じて診療の補助業務に対応できる

こと 
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・ 高度救命救急センター等の地域の基幹となる救急医療機関は、平時

から、重症外傷等の特に高度で専門的な知識や技術を要する患者へ対

応可能な医師・看護師等の人材の育成・配置、院内の体制整備を行

い、地域における重篤患者を集中的に受け入れる役割を担う。また、

厚生労働省が実施する外傷外科医等養成研修事業を活用して、テロ災

害発生時等における銃創や爆傷等にも対応ができる体制を構築するこ

と。 

・ 必要に応じ、ドクターヘリ、ドクターカーを用いた救命救急医療を

提供すること 

・ 救命救急に係る病床の確保のため、一般病棟の病床を含め、医療機

関全体としてベッド調整を行う等の院内の連携がとられていること 

・ 急性期のリハビリテーションを実施すること 

・ 急性期を経た後も、重度の脳機能障害（遷延性意識障害等）の後遺

症がある患者、精神疾患を合併する患者、人工呼吸器による管理を必

要とする患者等の、特別な管理が必要なため退院が困難な患者を転

棟、転院できる体制にあること 

・ 第二次救急医療機関や、回復期病床・慢性期病床を有する医療機関

と、患者を受け入れる際に必要な情報や受入れ可能な時間帯、搬送方

法等についてあらかじめ共有しておくこと 

・ 高次の医療機関からの転院搬送を行う場合には、医療機関が所有す

る搬送用車両等を活用すること 

・ 実施基準の円滑な運用・改善及び都道府県又は地域メディカルコン

トロール体制の充実に当たり積極的な役割を果たすこと 

・ DMAT派遣機能を持つ等により、災害に備えて積極的な役割を果たす

こと            

・ 災害時に備え、災害拠点病院と同様に自家発電機（備蓄する燃料を

含む。）、受水槽（備蓄する飲料水を含む。）の保有が望ましい 

・ 救急医療情報センターを通じて、診療機能を住民・救急搬送機関等

に周知していること 

・ 医師、看護師等の医療従事者に対し、必要な研修を行う体制を有

し、研修等を通じ、地域の救命救急医療の充実強化に協力しているこ

と 

・ 救急医療提供体制の機能向上のため、診療放射線技師、臨床検査技

師、臨床工学技士、救急救命士等、多職種へのタスク・シフト/シェア

を含め、地域の実情に応じて、救急外来に携わる多職種の業務分担や

効率化を進めること 
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・ 都道府県又は地域メディカルコントロール協議会に医師を参加させ

るとともに、救急救命士の気管挿管・薬剤投与等の病院実習や、就業

前研修、再教育などに協力していること 

・ 救急病院等を定める省令によって定められる救急病院であること 

※  DMAT（災害派遣医療チーム）については、災害時における医療体

制の構築に係る指針を参照のこと。 


